
-1- 

 

平 成 ３０年 美 郷 町 議 会 議 事 録 

 

 第３回 定例会（第２号） 

招集年月日 平成３０年 ９月 ４日 

招集の場所  美 郷 町 役 場 議 会 議 場  

開会日時  

及び宣告  

開 会 

 平成３０年 ９月 ６日  午前 ９時３０分 

議 長   西 嶋  二 郎 

散 会 

 

 平成３０年 ９月 ６日  午前 １１時５９分 

議 長   西 嶋  二 郎 

応招、不応 

招議員及び 

出席並びに 

欠席議員  

 

出席１２名 

 

欠席 ０名 

 

凡例 

○ 出 席 

△ 欠 席 

× 不応招 

○△公務欠 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席等 

の 別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席等 

の 別 

議 長 

(１２) 
西 嶋 二 郎 ○ ５ 福島教次郎 ○ 

副議長 

(７) 
岩 根 和 博 ○ ６ 藤 原 修 治 〇 

１ 日 髙  学 ○ ８ 山 本 幹 雄 ○ 

２ 中 原 保 彦 ○ ９ 安 田 勝 司 ○ 

３ 波多野康博 ○ １０ 簱 根 正 一 ○ 

４ 原 克 美 ○ １１ 佐 竹 一 夫 ○ 



-2- 

 

会議録署名 

議    員 
２番  中 原 保 彦  ３番  安 田 勝 司 

地方自治法第 

１２１条によ 

り説明のため 

出席した者の 

職・氏  名  

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町  長 景 山 良 材 住民課長 高 橋 武 司 

副 町 長 岸 本 建 夫 健康福祉課長 旭 林 修 範 

教 育 長 田 邊 哲 也 産業振興課長 烏 田 正 輝 

総務課長 小 田 運 博 建設課長 添 谷 正 夫 

井上企画財政課長 井 上 陽 生 大和事務所長 大 畠 修 二 

定住推進課長 岡 先 宏 和 教育課長 漆 谷 千 鳥 

出納室長 木 川 士 朗   

職務により議会に出席 

した者の職・氏名  

議会事務局長 漆 谷 和 彦 

議会事務局員 大 畑 真 紀  

議 事 日 程 別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 

会 議 の 経 過  別紙のとおり 

 

  



-3- 

 

 

平成３０年美郷町議会第３回定例会議事日程 

             （第 ２ 号） 

 

平成３０年 ９月 ６日（木） 午前 ９時３０分 開会  

日

程 
事           件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 
 
報告事項に対する質疑 

 

報告第 ３ 号 平成２９年度決算に基づく美郷町の健全化判断比率
及び資金不足比率の報告について 

 

報告第 ４ 号 平成２９年度一般財団法人美郷町開発公社事業実績
及び決算並びに平成３０年度事業計画及び予算の
報告について 

 
報告第 ５ 号 平成２９年度株式会社グリーンロードだいわ第２６

期決算並びに第２７期事業計画及び予算の報告につ
いて 

 

報告第 ６ 号 平成２９年度一般社団法人ファームサポート美郷事
業実績及び決算並びに平成３０年度事業計画及び予
算の報告について 

 

３ 

 

 

 

 

 

議案質疑 

 
【条例案】 

 

議案第７０号 美郷町集会所条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 

 

議案第７１号 美郷町隣保館条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 

 

【予算案】 



-4- 

 

 

議案第７２号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算（第４号） 

 
議案第７３号 平成３０年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

 
議案第７４号 平成３０年度美郷町下水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

 
議案第７５号 平成３０年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

 

議案第７６号  平成３０年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補

正予算（第２号） 

 議案第７７号 平成３０年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正
予算（第２号） 
 

【一般事件案】 

 
議案第７８号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年

度美郷町一般会計補正予算 第３号） 

 
議案第７９号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年

度美郷町下水道事業特別会計補正予算 第３号） 

 
議案第８０号 平成２９年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めるこ

とについて 

 

４ 議案の委員会付託 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 

 

●西嶋議長 

 おはようございます。 

全議員出席であります。 

これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条の規

定により、２番・中原議員、３番・波多野議員を指名いたします。 

日程第２、報告事項に対する質疑を行います。はじめに報告第３号、平成２９年度決算に

基づく美郷町の健全化判断比率及び資金不足比率の報告について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 前回説明いただいた訳でございますけれども、財政状的には、この数字だけ見ればですね、

それほどの問題はないというふうに思いますけれども、ちょっと気になるのがですね、将来

負担比率が若干上がってきとるという部分でございます。今後もですね、色んな事業をやる

のにね、起債とかですね、そういったものがあろうかと思いますけども、そういうことによ

ってですね、この将来負担比率がですね、計画の段階でどれほど変わってくる予測がされて

いるのか、ということをちょっとお聞きしたいというふうに思います。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 原議員さんからのご質問です。将来負担比率、ポイントが今、今年度につきまして、２９

年度決算につきましては７５．６％ということです。今後ちょっと説明のところでもお話を

差し上げましたが、ここの部分について、今後どうなるかということですが、将来の負担金

としましては地方債の借り入れはともかく、基金の取り崩しを今後地方財政の中において

もそうした形で町の財政は基金を取り崩しながら、この財政を維持いていかなければいけ

ないということになります。その大きな要因としましては、経常比率がどんどん高くなって

いっているということと、それから今後予測されます各種社会保障制度への手当、それから

公共施設に係る維持、公共施設の今後の機能を維持するための計画を作っておりますが、そ

れに対応する財源に充てていかなければいけないということで、基金の目減り、今あります

基金については使っていくということで、今後３年程度ですね、３年後については、この将

来負担比率については、少なくても１００％は維持したいというふうな構想ではあります。

以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 
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●原議員 

 今、基金を崩しながら、この辺のところの財政運営を維持していきたいというようなお話

だったと思うんですけども、何年か前からですね、基金の造成というものを多分やっとられ

ないというふうに思うんですけれども、そういった中で、将来、この基金は使えば使うほど

なくなるもんでございます。そういった時に、何年間を予測して、その１００％なら１０

０％を維持したいというんですが、それが可能であるかということを考えておられますで

しょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 先ほどご質問にお答えした中で、一応３年間については１００％維持すると、１００％以

内を維持したいというふうに努力したいと思います。それから以降につきましては中期財

政計画の中で、今のところ明言は避けておきたいと思います。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ということになれば、３年間は保障するが、４年以降は補償しないということですね。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 補償というか、３年以降のことの部分については、まだ見えない要因、それからまだ整理

しきれていない公共施設の維持管理計画等ございますので、はっきりしたお答えができな

いというところに留めておきたいと思います。以上でございます。 

●西嶋議長 

 他にありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、報告第３号の質疑を終わります。 

続きまして、報告第４号、平成２９年度一般財団法人美郷町開発公社事業実績及び決算並

びに平成３０年度事業計画及び予算の報告について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 ちょっとお聞きしてみるんですが、カヌーの里ですね、Ｂ＆Ｇがやっておられるプールの
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関係なんですが、あれしばらくまたこっち、ユートピアの関係があるので、あっちでやる。

あれは今は全然使用なんか、この前聞いたら使用できないということだったんですが、なん

か故障とかなんかやって、使用できないんですかね。以前あそこで子どもの水泳教室をやっ

たり、かなりの人数もあそこでやられておったと思うんですが、せっかくにああいういい施

設がですね、あるのにそれが今年度はそこはしないということなんですが。なんか故障とか

なんかの原因でそれをしないということなんですかいな。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 私どもは、企画財政課としましては、カヌーの里の運営につきましては開発公社の立場で、

今回お話をご報告をしておりまして、カヌーの里の中にあるＢ＆Ｇのプールの運営ついて

は教育委員会からの指定でござまして、教育委員会の方からご回答差し上げたいと思いま

す。以上です。 

●西嶋議長 

 教育課長。 

●漆谷教育課長 

 カヌーの里のＢ＆Ｇのプールでございますけれども、かなり老朽化をしておりまして、塗

装等も危険な状態になっております。それから維持していくための機器等も老朽化をして

おりまして、これの改修をいたしますとかなりの大きな金額が掛かります。そういったとこ

ろで、では、そこのプールを中止するのか、Ｂ＆Ｇのプールとして、もうそこをやめてしま

うかというようなところも協議はしておるんですけれども、ただＢ＆Ｇのプール、Ｂ&Ｇの

施設としてそこをもう廃止してしまうということになりますと、かなり色々な手続もござ

いますし、今後それをＢ＆Ｇの他の施設に転換していくということも考えられます。今年度

は当面、プールの施設の方は休止をいたしまして、今後あの施設をどのようにしていくかと

いうところを、今年度検討いたしているところでございます。以上です。 

●西嶋議長 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 そいじゃあ、そこも修繕とかいうのはそこ補助金等はないいう訳なんですね。あれやる時

に、何かだいぶんあそこへカヌー里が出来る時にあそこへＢ&Ｇのプールを作ると、それで

そこへ参加者は何人ぐらいおらんといけんという、かなりさくらというか、人数を余計集め

て説明会があって、それならそこへ向けて財団の方から作ろうというようなあの当時あっ

たと思うんですが、もういったん作ってしまっても、それが修理等はもう向こうは知らない

と、後はもうこっち。こっちの方はそれだけぇ、それを廃止しようなんかいうことは、こっ

ちの判断で自由にできるということなんです。 
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●西嶋議長 

 教育課長。 

●漆谷教育課長 

 補助金に関しましては、かなりの稼働率の施設でないとＢ＆Ｇの補助金は使えないとい

うふうに聞いております。今現状としましてＢ＆Ｇのプールは、夏場しか利用がございませ

んので、利用率としましては、Ｂ＆Ｇの施設の中ではかなりランクが低いということになっ

ております。で、これを廃止をするとなりますと、これも例えば廃止をするための手続的な

ところ、例えば町長が東京のＢ＆Ｇまで出かけて行かれて説明をしてというふうなところ

も生じてまいりますので、そこのところは他の施設に変えるということも、スポーツ施設に

ですね、転換するというようなところも検討していく必要があると考えております。他の施

設に転換して、引き続きＢ＆Ｇの施設として運営をしていくということであれば、また違っ

た事になってまいりますので、現状としてそのプールの活用としてはゴールデンユートピ

アのプールの方に集約をしてカヌーの里として、そこに有益な施設とすれば、プール以外に

どういった活用ができるだろうかというところを考えてまいりたいと考えております。 

●西嶋議長 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 これから、その活用方法を考えられるいうことなんですね。そこで今まで水泳教室等やら

れとった人は、もうユートピアのプールを、そこを利用するということなんですね。 

●西嶋議長 

 １０番、籏根議員。 

●籏根議員 

 カヌーの里の利用者の方が１１３５人ですか、減となった要因として、ベテランスタッフ

の方が退職されたというてお伺いしましたけど、後任として誰が入られたのか、お伺いした

いと思います。また、ゴールデンユートピアの方の支配人の方が変わられたそうでございま

すが、どういう方が支配人になられたか、お伺いしたいと思います。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 籏根議員さんからのご質問、まず、カヌーの里おおちのですね、ベテランスタッフが退職

したということ、この点につきましては非常に運営上痛手でございましたが、今一人、お名

前を言ったら瀬古さんという方、瀬古こうやさんという方をですね、昨年度採用させていた

だきまして、ベテランスタッフに変わる職員として、今こちらの方で稼働していただいてい

まして、あとアルバイト、臨時等を必要な繁忙期に採用させていただいて、今年のところは

ゴールデンウィークを含め夏休み等は特に問題はなく運営出来たということを聞いており

ます。またゴールデンユートピアおおちの支配人につきましては、前支配人につきましては
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３月末に退職をしまして、その後、新しい支配人ということで、施設関係者、また近隣のと

ころでちょっと色々と適当な方というか、いい方がいらっしゃらないかということを調査

しましたところ、こちらに以前からもう１０年ぐらい前からですね、健康運動、水中教室の

ですね、関係で指導してきていただいておりました広島県出身の小田さんという方がいら

っしゃいまして、この方が、その当時は、岡山県の方の同様なユートピアと同じような施設

でお勤めだったんですが、支配人がいなくなった関係でそういった方を募集してますとい

うことを話したところ、しばらくお考えいただきましたが、こちらの方で勤めてもいいとい

うことをお返事いただきまして、７月１日をもって採用させていただきまして、今、現着を

しております。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 これはこれまでも多分議論になったことなのかも分かりませんが、ゴールデンユートピ

アおおちの会員の数なんですが、提供していただきました資料でみますと、大田市の方の会

員さんの割合がほぼ半数に近いということになっておりまして、これはこういうところの

皆さんにもご利用いただくというのは大変結構なことだと思うんですが、町内がこの半分

くらいだということはどういうふうに評価されてるのか、それで何か考えておられること

があったらお聞きしたいと思います。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 中原議員さんご指摘のとおり、今現段階の３月末の段階でのゴールデンユートピアおお

ちの会員数につきましては、大田市が９３名となっておりまして、全体の１９７名の中では

非常に多くの方を会員さんが占めております。ここで１つ言えるのは、町内、町外との違い

の中で、１つは大田市にそういった施設がないということで、美郷町にこうしたゴールデン

ユートピアおおちの魅力ということで通っていただいとるというところの半面、半数９７

名の会員が美郷町内の人口に比べたら適正なのかというところを鑑みますと、少し少ない

かなというふうには思っております。これまでのゴールデンユートピアおおちの若干の方

針の中でもですね、町外からのお客さんというところもですね、方針の中であった時期もあ

ったようですが、少なくともこのゴールデンユートピアおおちにつきましては、町のこうし

た指定管理の中で資金を用意して、この運営を任せておるわけですので、やっぱり町民の健

康とそして健康づくり仲間づくりをやっぱり主眼として、この施設は成り立って出来たと

いうふうに考えておりまして、昨年来から健康福祉課におきましてもですね、このユートピ

アの施設をしっかりと使った保健事業等々ですね、徐々に取り組んでいただく中、また町内

の事業所の関連にあります産業保険会、これは事業者さんが、保険事業に係るところの取り

組みをされる任意の団体でございますが、こういった施設、団体へ働きかけて、ぜひ法人と
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してのお考え中でも、ゴールデンユートピアを使って、それぞれの事業所が健康経営ができ

るような事業者づくりも作っていただけるような美郷町になってほしいし、その拠点とし

てゴールデンユートピアが更に活用されることを、今後進めてまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 今会員数のことについてお尋ねしたんですけども、利用者さんのですね、比率もだいたい

こういう会員さんの比率なんでしょうかね。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 議会の方にお示した資料にあります資料では利用者の実績としまして、町外町内の仕訳

は特に書いてはございません。ページ数でいけば１６ページですね。こちらの方にゴールデ

ンユートピアおおちの利用者数ということで、書き加えておりますが、これについてこれを

さらに町内と町外に分けた資料がございませんので、今後その辺も考慮して実績等をまと

めていきたいと思いますが、実際にはこうした観光施設の一役も担っておりますんで、全体

の利用者としては町外の方が多いのかなというふうには思ってます。ゴールデンウイーク

であるとか、秋の行楽シーズンだとかというところにも、多数の方が町外からお越しいただ

いておりますので、そういったところでは、そういった分析かなというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 これは急に過ぎなければいいんですけれども、どのぐらい後になるか分かりませんが、ゴ

ールデンユートピアおおちの建替えの問題というのが、遠からず発生するというふうに思

いますが、その際は、町民の方がですね、どのぐらいに利用されてるのか、それでこの必要

性を感じておられるのかっていうのが決定的なことになろうかというふうに思いますので、

町外の方がね、利用されるっていうのは大いに利用していただきたいし、結構なことだと思

っているんですが、町内利用の促進についてですね、会員さんの数も含めてですが、ここは

相当な力を入れていただかないといけないんじゃないかと。これで見ますと、会員さんもで

すね、この近場の人は比較的多いと。しかし遠くなるほど会員さんも少ないと。こういうこ

とがありますので、そういうことなども考慮に入れてですね、どうすればゴールデンユート

ピアおおちを町内の皆さんが利用していただけるのかということについて、引き続きご努

力をお願いしたいということで終わります。 
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●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 色々とご指導いただきましてありがとうございます。私の方もですね、その辺の町外より

も町内向けの施設っていうことを、初めこの施設のコンセプトとしてはあったというふう

に承知しておりますんで、この度、支配人も変わった中で、支配人さんのいつもお話しいた

だく言葉の中で、これだけのいい施設を町内の方が利用しないということに非常に不思議

がられております。そこのところについては、支配人自らもそういったことを考えておられ

ることがありますので、積極的な町内の誘導というのを模索していきたいというふうに思

ってます。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ７番、岩根議員。 

●岩根議員 

 １点だけお聞きしたいんですけども、カヌーの里で地域協力隊がですね、空き家、空き地

管理サービスということで、当初その方がですね、何か試験を受けてやろうということでし

たけれども、今年度もですね、そのサービスを管理をしていくというように謳っておられま

す。じゃあ前年度どれだけの実績があってですね、その資格を持った人が何年後には、３年

しかないんでその後、どう考えられてるかちょっとお聞きしたいと思います。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 カヌーの里のですね、１つの事業として空き家管理ということを昨年から始めておりま

す。これについては協力隊の方が資格を持って当初始められておりましたが、ちょっと事情

があって協力隊の方は既に昨年の中途で辞職をされました。その後については、カヌーの里

の職員がですね、資格を入手しまして、引き続き、実は１件ほどですね、その受託契約を結

んでおりまして、その引き続きサービスは行っております。今年度もですね、昨年来はちょ

っとスタッフの関係があって、十分な体制が取れなかったということと、アナウンスも十分

でなかったかというふうに思っておりますが、今年のところは引き続き現契約の方のこと

もありますので、引き続きやっていくということと、今後、これについての体制についても

そんなに広げるというところではないですが、やっぱり住民のニーズに応じたところで、対

応していきたいというふうに考えております。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 貸借対照の中でですね、昨年の決算の時にも申し上げたんですけれども、販売用土地、８

３１万というものがあります。これについてはですね、毎年ずっと変わらん金額が載ってお
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るんですが、これはおかしいんじゃないかということを、昨年指摘をさしていただいたとこ

ろでございますけれども、その時にですね、ちゃんとした土地評価を行うこというようなご

答弁だったと思いますが、またこれも昨年と同じ金額が載っておるんですが、土地評価され

たんですか、されてないんですか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 この点につきましては、昨年の答弁の中で、再鑑定という話をお答えをした記憶、私もご

ざいます。その後、このことにちょっと言及してちょっと調査しましたところ、やっぱりそ

の販売価格をもってですね、資産として計上されるのが正しい形でいうことでございます

ので、当然、土地の実際の現況の価格プラスここに掛けた建設費も含めたところの販売費と

いうのが、資産となるようでございますので、それが、今年も販売価格として同じような形

で計上させていただいております。昨年そういった形では再度調べています。きちんとした

形でご報告はしてなかったと思いますが、そういうふうなところで、土地の価格については、

建設費プラス土地の価格、あくまでも販売価格としての土地資産として捉まえております

ので変わりはありません。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ということになれば、この販売価格をどんどんどんどん上げておけばですね、決算上はプ

ラスになるわけですよ。だから、昨年も言ったけど、それが本当にいいのかということを聞

いたんですよ。その時にお答えになったのが、もう１回再評価するという話だったんです。

これでいいんでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 この報告については監査員さん等も含め、監査いただく中で適正というふうに判断をい

ただいておりますところから、当面はこの公社の土地の活用ということ以外の部分につい

ては、なるべく土地については販売するっていうのがあくまでも目的でございますので、販

売する努力は今後も傾注しなければいけないと思いますが、その辺の販売価格についてど

う考えるかというのは、販売価格自体をどう考えるかというのは、また検討させていただき

たいというふうに思います。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 当然、販売価格も考えてもらわにゃあいけんのんですが、土地の評価というものがあって
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ですね、販売価格が出てくると思うんで、再評価というものは１０年前も２０年前と同じよ

うな価格をずっと出していって、売れるか売れんかというようなこともありますんでね、再

評価のいうのは必ずやっていかにゃあいけんと思うんですよ。それをやっておられないと

いうのが１つ問題があるというふうに、私は思っています。それと先ほど言いましたように

ですね、ここを上げれば上げるほどプラスになるんですよ。そういった考え方のことを私は

言っているんですよ。この決算のやり方がええか悪いかじゃあないんですよ。そういった考

え方で、プラスになるような方法があるということを知ってですね、そこはお考えなってい

ただきたいなということを言うとるんで、そこら辺はいかがお考えですか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 その辺につきましては、この場で私が理事会等も含めて検証のない中でお答えするわけ

にはいきませんので、こうした理事会を通してですね、再度また機会のところで協議をした

いというふうに思います。以上です。 

●西嶋議長 

 他にありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、報告第４号の質疑を終わります。 

続きまして報告第５号、平成２９年度株式会社グリーンロードだいわ第２６期決算並び

に第２７期事業計画及び予算の報告について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、報告第５号の質疑を終わります。 

続きまして、報告第６号、平成２９年度一般社団法人ファームサポート美郷事業実績及び

決算並びに平成３０年度事業計画及び予算の報告について質疑を許します。質疑はありま

せんか。 

●西嶋議長 

 ２番、中原議員。 

●中原議員 

 まだファームサポートはスタートしたばかりでですね、これから色んなことを重ねてい

かれるんだと思うんですが、ちょっと私が見てないだけなのか分かんないんですが、このフ

ァームサポートを利用する、どうすれば利用できるのかとか、そういうファームサポートの

紹介、それから、あるいはファームサポートを利用する際の手続問題なんかについてですね、

なんかそういうものが、出されているのかどうか、出されていて見てなかったら大変失礼な
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話なんですが、そのことと、それから今はね、スタートしたばかりで職員の方もいろんな研

修だとか訓練だとかそういうことが必要で、あまり今利用したいというのが殺到しても受

けきれないというふうな点もあろうかと思うんですが、そこら辺を含めて、今後の見通しな

んかも含めてちょっと聞かせていただければと思います。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 中原議員のご質問、まず最初のファームサポートの紹介という、住民の方にどのようなＰ

Ｒをしているかというところ、多くはありませんが、最初にファームサポート美郷の受託作

業の料金表を作っております。その中で現在、ファームサポート美郷の方でできる受託作業

について宣伝をして、それに対する利用料金、それについては開所式がありましたが、その

後ぐらいに各戸配布の部数を配らしていただいております。それ１つが今現在です。後は、

直接電話等で問い合わせをいただいているところです。それから、色々もちろんファームサ

ポートの事業を拡大していくということはもちろんですけども、おっしゃられるように従

業員のスキルが追いついてくるかという、１つの課題がございます。そういう意味で、今年

農の雇用事業という国の事業の採択を受けまして、採用した従業員に研修を行っていく。そ

れに対して国から補助金が出て来るという事業を取り入れさせていただきました。これが

２年間というスパンでございまして、その事業を使いながら、現在の従業員の方のスキルを

上げていくという努力はしていきたいと思っております。最終的に本当にこの人数で足り

るのかというところは、少し気にかかるところではございますけども、そこら辺の人数の足

りない部分について季節雇用の方を増やすとかですね、後、そうなると今度は経費が上がっ

てくると。経営を圧迫してくると。そこら辺の狭間のところを今見極めているところが実情

ではなかろうかと思います。研修につきましては、随時必要なことをやっているという状況

でございます。 

●西嶋議長 

 ９番、安田議員。 

●安田議員 

 ちょっとサポート隊のちょっと耳に入ったんですけども、従業員と言いますか、オペの方

が採用されて病欠、休んでおられるということをちょっと耳にしたんですけども、それは本

当なんでしょうか、どうなんですか。そこらんとこ。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 ７月頃から、暑い中の作業等で体調崩したことも事実でございます。そういうことで少し

休みが多くなっているという事実はあります。 
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●西嶋議長 

 ９番、安田議員。 

●安田議員 

 そういうことで、先ほどもちょっと人的な心配も課長されとったんですけれども、今３０

年度から本格的に今後ですね、稼働をしていかなくてはならないわけですけども、何かそこ

らで非常に人的なことで大丈夫なんかなという、まあ心配を実は私自身しています。そうい

うことで本当に大丈夫、今大変暑い中での作業で体調崩されたということですけども、その

ぐらいのことで大丈夫なんですかね。今後、復帰される見込みがあるんですか。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 現在、復帰をしております。 

●西嶋議長 

 他にありませんか。 

●西嶋議長 

２番、中原議員。 

●中原議員 

 期待も相当あるわけですよね。もう耕作できなくなった土地、もうどうしようかと考えて

おられる方かなり多くて、期待もあるわけですが、今そういう利用権を設定した方がいい、

あるいはするべきだというふうにお考えになってるところは、町内全域でどの程度にある

んでしょうか。そういう調査ができているのかどうか。見込みですね。どのくらいの仕事の

ボリュームになるのか。その辺が分かりましたら。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 利用権の設定につきましては、３０年度、３月いっぱいのところで報告を申し上げたよう

に８ヘクタールの見込みをしております。それから以後に増えていきまして、今の現在では

約１０ヘクタール、このものの利用権設定をしていかなくてはならないという状況が来て

おります。それにプラスアルファ電話で何とかならないかというようなことも聞いており

ますので、合わせるともう１ヘクタールぐらいは、今は注文といいますか、受けるべきとこ

ろが出てくるかと思っております。利用権設定につきましては、利用権を設定をして法人が

そこで生産をしていって収入を得るという１つの経済活動になります。もう１つは、作業を

受託していくということがあります。これはいわゆる個々の農家では大変な作業になりま

す。例えば堆肥の散布、それから、機械がないとできないような畝立て、それから溝を掘る、

そういうものもをこれから受託作業として受け持つニーズが増えてくるんじゃないかなと

いうふうに思っております。以上です。 
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●西嶋議長 

 町内で、どのぐらい利用権設定せにゃあいけん面積が、調査がしてあるかしてないか。 

●烏田産業振興課長 

 町内に必要な利用権の設定面積というのは実は想定はしておりませんが、全部をやって

くということになると相当な面積になろうかと思います。今、集落営農組合がカバーしてい

る面積というのが５割から６割ぐらいございます。その後の４割は各農家が耕作をしてい

ると。そこをどのくらいファームサポート美郷の方でカバーしていけるかということにな

りますと、本当に１００ヘクタールとかそういう数字になってきますけども、ただし私ども

が今目安としておりますのは、従業員一人当たりに対して５ヘクタールを何とかしようと

いうふうに思っております。ですから、今従業員現場が２名ですので１０ヘクタールのとこ

ろが今、ぎりぎりの線かなというふうに思っておりますが、今年もう既に利用権設定をして

おりますので１０ヘクタール、利用権が設計ができる形になっておりますので、今１０ヘク

タール、これでもうこのキャパがいっぱいになってしまうというところがありますが、そこ

ら辺は農地の活用の仕方で手間のかからないものをもっと増やしていく、そういうような

方法を取りながら、もっと一人当たりのカバーできる面積を増やしていかなくてはならな

いと。それから経営状況を見ながら、更なる従業員の増加をしていくと。そういうことが必

要であろうかなと思っております。 

●西嶋議長 

 ７番、岩根議員。 

●岩根議員 

 このサポートの関係でですね、いいものができるということでした。当初はですね、集落

営農が、外の人に対してのサポートということも言われてますけども、現実を見たときにで

すね、この間もちょっと話がありましたけども、ちょうど時期が育苗と作業が重なってしま

ってですね、実際的例えば田植え機がめげたから、そこを田を植えてくださいとか、あるい

はトラクターで荒耕ししてくださいとかいう部分的な作業ちゅうのはね、全くできない状

態じゃないだろうかと。またですね、そういう場合のカバーとして季節労働者というんだけ

ども、実際的に地域にもそういう人がなかなかいないと、こういうことなんですよね。そこ

ら辺を将来的にですね、どう考えていくかということが、非常に大事になってくるんじゃな

いかと思いますが、そこら辺どういうお考えでしょうか。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 おっしゃるとおり、春の時期に育苗を引き受けているというところで、そこに付きっきり

になると、他に作業ができないじゃないかということになってきます。そこら辺につきまし

ては季節雇用を探していく。そのお１人２人の目安はついておりますので、そこら辺でカバ

ーできるものはカバーしていきたいというふうに思っておりますが、根本的に従業員の数
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が足りないということが、今、目に見えているかなというふうに思っております。そこで、

これは１つのこれからの方針なんですけども、例えば地域おこし協力隊等の活用を考えた

りとか、農業研修生を受け入れる。そういう仕組みを作っていってそこの労働力不足に対応

する。これは１つの手でございます。ただし、そういう方を受け入れた場合に、その例えば

地域おこし協力隊だと３年経てば任期が終わります。その後をどうしてあげるんかという

ところが１つ大きな課題になろうかと思いますが、これはやはりファームサポートが引き

受けてきた農地、そこら辺の、のれん分けじゃあですけども、そういうものをしていって、

その方が地域で農業をできるというような仕組みも作ってはいきたいと思ってますが、こ

れは数年先のアイデアと構想というふうになろうと思います。実際に作業をする人を探せ

といってもなかなか難しいのが実情でございます。作業できる人は、その方が自分の作業を

やらなくちゃいけないというような形になりますんで、何としてもですね、人員確保につい

ては取り組んでいきたいですが、反面、経営のことも考えなくてはいけないというところ、

非常に今、苦しい選択をしていかなくてはならない時期なのかなというふうに思っており

ます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 同じことをですね、聞こうと思ったんですけれども、大体分かりました。ただ、最後に言

われたようにですね、それを考えていかなくちゃあいけない時期にあると言われましたが、

始まったばっかりなんですよ。せっかく始まったんですから、頑張ってですね、そういった

農家の荒廃地が無くなるような形でやっていただきいたいというふうに思っておりますの

で、頑張ってください。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 原議員から叱咤激励されております。本当に頑張らなくては、これほどの町のお金を突っ

込んで来たわけですから、それの成果を表すまで一生懸命頑張って参りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 他にありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので報告第６号の質疑を終わります。 

以上で報告事項に対する質疑を終わります。 

日程第３、議案質疑を行います。 

これより議案第７０号から議案第８０号までの議案について順次質疑を行います。 
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初めに議案第７０号、美郷町集会所条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許

します。 

質疑はございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７０号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７１号、美郷町隣保館条例の一部を改正する条例の制定について質疑

を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７１号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７２号、平成３０年度美郷町一般会計補正予算第４号について質疑を

許します。質疑をされる方は、ページ数を示してからお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 １１ページをお開きください。繰入金、地域福祉振興基金繰り入とれいうことで、当初３

２００万だったのが１７００万の繰り入れをして、４９００万取り崩すということであり

ます。この説明では、都賀保育所の建替え工事に伴う助成金というふうに言われました。そ

れで当初３２００万だったものが、１７００万から５割増しですね、助成金で言いますと、

５割以上アップしとるわけでありますけど、融資対象事業費がアップに伴って、それに対す

る助成金の増だと思うんですけど、これ大変な工事金のアップになっております。２割３割

どころではありません。５割以上です。根本的にですね、工事自体を見直しをされたかのよ

うな変更なわけでありますけど、工事金額の変更理由は、大幅な変更理由ですね、これはい

ったい何であったのかということがまず第１点です。それから１８ページをお開きくださ

い。そこに民生費の中で補助金２５６９万上がっております。これは先ほどのですね、１７

００万プラス国の８６９万ですか、足して２５６９万の都賀保育所に対する助成金だとい

うふうになるわけであります。それで、工事金の方がですね、最初の予算書の主要施策に関

わる説明書の中の補助率を見ますとですね、国庫補助の方は１０分の５．５、町補助金の方

は４分の１、法人は５分の１助成をしますよということで当初予算通っているわけであり

ますけど、役場の助成金が４９００万、国庫補助は足しますとですね、全体では７９６０万

ばかりになります。これ補助率からいってですね、明らかに融資対象事業費が異なるわけで

すよ。言っとることが分かりますかいね。５０００万の町は補助金を出しますよ。４分の１

補助ですよということは約２億弱の工事費に対しての補助率を掛けとると。ところが国の
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方約８０００万弱の助成金です。これは５５％の補助率ですよね、ということはですね、こ

れ倍以上の工事金ということが予想されるわけですよ。そこで著しくその工事金の補助対

象経費に開きがあるんですけど、この辺の原因はなんでしょうか。国の助成する対象経費と

町が助成する対象経費が５０００万違うんですよ。これで見ると。この辺の説明をちょっと

お願いしたいと思います。 

●西嶋議長 

 健康福祉課長。 

●旭林健康福祉課長 

 ただ今の藤原議員からのお尋ね２点ばかりかと思っております。まず１点目でございま

す。この度の補正予算にて計上させていただいております都賀保育園の新築工事の関係、こ

ちらの増額の変更理由と増額理由をということでございます。この点につきましては、社会

福祉法人都賀保育園さんの方からも、申請またお話を聞かせていただいておるところでご

ざいます。主な当初から今回の本体工事費の変更内容ということでございますが、まず１点

目が乳幼児室こちらがございますが、乳幼児室に床暖房を設置をされるということ。このこ

とに伴って約４００万円の増。また、変更後の段階で保育園建築設備そのものに冷暖房設備

を兼ね備えるということで、その冷暖房設備の設置費が３００万円、そして３点目でござい

ますけれども、乳幼児室等に床暖房を設置するということに伴いまして、この電気料負担軽

減という中で、総電力が５０キロワットを超えてしまうということが生じて参りましたの

で、その対応に伴います変圧器キュービクルを設置をするということに伴いまして、このキ

ュービクルの本体分、また設置費用等込みで約１０００万円等が主な増額理由ということ

になっております。続きまして２点目の国、保育園と設備交付金の補助対象経費また町の補

助金の関係が対象経費が異なっておるのではないかというお尋ねでございます。この点に

つきましては、当初の段階からまた今回の補正予算の計上につきましても、町といたしまし

ては国が定めております保育園等設備整備交付金によりまして、国が先ほど議員さんおっ

しゃいましたように１００分の５５そして市町村、こちらは１００分の２５ということが

決まっております。ですので、当初も今回の補正につきましても、その国が定めております

交付金の対象経費の２５％を上限といたしまして、今回の補正予算に計上させていただい

ておるというところでございます。この国交付金の補助対象経費ということでございます

けれども、内訳といたしましては本体工事費、また設計管理費、そして解体工事費という３

点にわたっております。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 １点目のですね、工事金の増というのは、乳幼児室の云々ということだと言われました。

それから冷暖房設備それから、それらの電力を非常に用するから、変圧器を入れるというよ

うなことを今言われました。今の金額を足してみると１７００万ぐらいのアップですけど、
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まだまだ他の部分があるんだと思いますけど、根本的にですね、当初我々の議会に出された

設計見積もりですね、これいったいなんだったんかということになるわけですよ。乳幼児室

に床暖がいるなんとことはですね、おおち保育所当然ありますよ。３歳児までのところでも

確かあったはずですよ。当然、設計の中に入れにゃあいけんもんだと思います。都賀保育所、

おおち保育所の子どもたちの均等なんですね、サービスということを考えると、それがまだ

入ってなかったいうのが、まずなんかちょっとどうかなというところがあるし、それに対す

る電力が今更、今になって足りないから何か変圧器入れにゃあいけんとか、非常に当初設計

が非常に当てにならんかったというか、ずさんだったやに私は感じます。それで基金を取り

崩して補助金を出すわけですけど、当初小さい金額で頭出しをしておいて、補正で上げてい

けば、幾らでも上がるというパターンにこれなってしまいますんで、その辺のところちょっ

とどのようにお考えでしょうか。 

●西嶋議長 

 健康福祉課長。 

●旭林健康福祉課長 

 ただ今、藤原議員お尋ねの当初の積算と今回の補正、事業変更内容等聞かれた中で、本来

は、当初の段階から必要な設備整備に伴う金額をというお話、お尋ねかと思います。まず議

員ご指摘のとおりであろうというふうに、改めて思うところでもございます。ただ今回当初

の段階で、社会福祉法人都賀保育園さんの方が昭和５７年に建築をされました。現在の鉄筋

２階建ての都賀保育園の園舎の建替えということを法人内部で検討され、今回法人の自己

資金等を持ちい、国・町等の交付金、補助金等によりまして今回の新築に取り組まれるとい

うところでございます。当初予算で計上させていただいて、安価な数字で通して補正でどん

どん変更変更ということで事業費を積み上げていってしまう。こういった姿勢はいかがな

ものかというご指摘につきましても、担当課といたしましても真摯にご意見といいますか、

ご指摘は受けとめなければならないというふうに改めて考えておるところでございます。

そういった中で、当初の段階で本来、床暖房といったようなあるべき設備が整っていなかっ

た。そういったところのその見積もりといいますか、設計これは法人さんの方でもなかなか

十分な議論といいますか、検討が若干十分ではなかった点もおありかとは思いますけれど

も、ただ、今回の補正で計上させていただいております、この必要な設備整備分というのは、

子どもたちの健全な、また子どもたちが健やかにそして安全に保育が実施ができ、また保護

者さんとしても安心して児童を預けられる環境整備には違いがないというふうにも考えて

おりますもので、一定のご理解をいただければというふうに思っております。 

●西嶋議長 

 ６番、藤原議員。 

●藤原議員 

 子どもたちの健やかな成長、あるいは保護者さんの安心して預けられる施設にというこ

とでありまして、もうそのように作り込んでいくということは大変大切だと思いますんで、
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十分検討して、より良いものを作っていただきたいと思いますけど、やはりその十分な検討

をしながらですね、やっぱり我々予算を通す側からいって、納得のいく説明をしていただか

ないと、なかなか我々も住民の方へ説明できませんので、その辺のとこよく検討していただ

いてですね、また進めていただければと思っております。 

●西嶋議長 

 ５番、福島議員。 

●福島議員 

 ２点ばかりお伺いしたいと思います。予算書のページ８ページ、款２のところの総務使用

料でございますが、そこに移住体験住宅使用料９０万円が上がっとって、それからページ１

５の款の２のところで、やはり総務費ですけども、光熱費が上がっております。これはたぶ

ん、若定の移住者の方の緊急住居に相当するものではないかと思うんでございますが、これ

もやむを得なかったことだとは思いますが、空き家対策に取り組まれておって、空き家バン

クも始まっておるわけですが、それで対応できなかったんだろうか、どうなんだろうか。空

き家対策の進捗状況はどうなってるのかということを伺いしたいと思います。それともう

１点、ページ９の款１３の小学校費であります。それとページ１２ページの款２０の支出で

ございますが、これは国庫補助から過疎対策事業に予算を組み替えて実施されると思うの

ですが、夏休みも終わり、学校もまた授業もある中で工期は本当大丈夫だろうかと思います

が、いかがでしょうか。以上２点お伺いいたします。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 福島議員、１点目のご質問でございます。まず８ページに計上さしていただいております

総務使用料、移住体験住宅使用料の９０万でございます。当初、移住体験住宅につきまして

は、年間今までの過去の例を基準にして予算の方を見越しておりました。このたび若者定住

住宅、来年４月入居予定の若者定住住宅に入られる方でございますけれども、２名につきま

して早期にこちらの方に移住して学校等にも慣れたり、それから仕事も探したりというこ

とがございまして、１件につきましては、比之宮体験住宅につきましては６月から、それか

ら別府体験住宅につきましては８月から入居をされました。この使用料につきまして、だい

たい９０万を補正をさせていただきました。この９０万というのは利用料を一月３万円が

上限でございます。３万円プラス光熱水費につきましてでございますが、光熱水費につきま

しては先ほど、ご質問ありました１５ページの方に、定住推進費１２０万の中の４７万５０

００円を計上しておりますけれども、一旦町の方で立て替えて払いまして、これを利用料の

３万円を上乗せして使用料としていただいているものでございまして、こういう予算の補

正というふうなことで見込みを立てて計上さしていただいております。それから空き家対

策の進捗の状況でございますけれども、空き家調査も一昨年ですか、しまして町内の空き家

は使えるものにつきまして把握はしております。一応連合自治会長会議等でもお願い申し
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ておりますけれども、連携しながら取り組んでいこうということではやっておりますけれ

ども、逐次、空き家バンクの方には登載をさしていただいているという状況でございます。

以上です。 

●西嶋議長 

 空き家では対応できなかったかということの質問は。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 空き家で対応ということでございますけれども、空き家の中には家財道具も結構入って

いるものが多いということで、なかなかそこら辺の処理の迅速が難しいということと、それ

から所有者がいらっしゃいますので、そこら辺の所有者と借りられる方との賃貸の契約の

こともございますので、空き家を利用できればいいんですけれども、なかなかそういった迅

速な対応が困難だということで、移住体験住宅につきましても利用していただくというこ

ともございますので、一応今回は、こちらの方の体験住宅を利用していただいているという

状況でございます。 

●西嶋議長 

 ５番、福島議員。 

●福島議員 

 空き家バンクに登録されてる家もあっただろうかと思うんですが、それが利用されなか

ったということなんですが、空き家バンクのネットを見ますと、例えば、障子とか壁とか

色々とあるわけですが、もうちょっと小綺麗な写真が載っていると借りやすいとも思うん

ですが、障子が破れたまんま、あれはこうなったまんまというようなことじゃあ、空き家バ

ンクがありますよとホームページに載せていただいておっても、なかなかあれではちょっ

と借り手がちょっと少ないんじゃあないかなと思うんですよ。そこら辺も含めて、今後空き

家バンクの方も、もちっと工夫されてはいかがかなと思いました。以上でございます。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 福島議員おっしゃるとおりでございます。やはり載せる以上は見せ方というのは大事だ

と思いますので、今後、ここら辺も工夫しながら検討さしていただければなというふうに思

います。以上でございます。 

●西嶋議長 

 教育課長。 

●漆谷教育課長 

 ９ページと１２ページの大規模改造の補助金それから過疎対策事業債についての件でご

ざいますが、これは邑智小学校のトイレの改修ということで、邑智小学校の校舎すべてのト
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イレと、それからプールのトイレを改修することといたしておりました。それで、こちらの

国庫補助の方ですが、一応、老朽化の著しいトイレの改修事業ということで申請を上げまし

たが、基本的に国の方からは水洗化が優先されるということで、こちらが採択されませんで

した。ですが、過疎対策事業債の方で、こちらの方を対応をいただきまして、既に夏休みに

工事に入りました。校舎の部分に関しましては、夏休み中に工事を終えまして、中間検査を

いたしまして部分的に引き渡しをしていただいた格好になっております。校舎につきまし

ては、２学期から新しいトイレで子どもたちは学校生活を送ることができております。プー

ルのトイレにつきましては、夏休み中プールを開設しておりましたので、これは２学期に入

りましてからは、ここの部分のみ工事をいたしております。今月中には完成をするのではな

いかと思っております。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 ページ１１ページなんですが、歳入の。款の１６で寄附金ですね、２００万円補正になっ

ておるんですが、これは実際に今後の予想、それとも実績に基づいての２００万なんでしょ

うかね。それと後、もう１点ページ１５ページの特別旅費１０４万６０００円。これらはバ

リ島マス村への旅費ということでしたが、ちょっと聞き漏れがあったのですが、これ大体何

名ぐらいの予定で、目的についてですね、どのような目的で行かれるのかということについ

てお聞きしたいと思います。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 指定寄付金、がんばれ美郷町指定寄付金でございます。ご承知のとおり、今年７月の西日

本豪雨災害によって甚大な被害を受けました。それに伴いまして災害支援金のふるさと納

税として寄附をいただいているものでございます。この予算２００万につきましては、申し

込みがあったものではなくて、実際に寄附をいただいたものを計上しております。寄付歳入

を受けたものでございます。以上です。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 ご質問にあります特別旅費でございます。これは、この度インドネシアバリ島マス村との

ですね、友好関係、２５週年の１つの節目であるということで、実は１９９３年に締結した

友好協定書がですね、旧邑智町であることからですね、今年１月だったですね、インドネシ

ア大使館の方がこちらに来られて、そのマス村と美郷町との協定書について新しく美郷町

として協定書を取り交わすことはできないだろうかというふうなこと、そして、今ちょっと

少し停滞をしてますマス村とのですね、友好の取り組みというのを、１つ前へ１歩進むこと
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が何かできないだろうかというご助言をいただきました。その中で、このたびインドネシア

と日本との友好も６０周年、それから先ほど言いました美郷町とマス村との友好提携も２

５周年という節目の中で、１つ年内にですね、その友好協定の調停式を実施したいなという

ところで、今回上げさせていただきました。旅費の中身としましては、今、予定しています

のが、実はバリ島マス村の執行体制というのは、村長さんの方がこの９月にですね、改選が

ございまして、それまでの村長さんの方が、引き続きどうもマス村の村長として当選された

そうです。９月２日にあったそうなんですが、１１月に実は正式に村長に任用されるという

ことでございまして、そうすると、できれば１１月以降の日程の中で協定式を行いたい。そ

うした場合に、この１１月に後半なんですが、１１月の後半の協定を行う中で、１つこの協

定に係る準備、それから向こうとの打ち合わせ等が必要だということで、９月に２名職員を

この予算が認めていただくようであれば、２名インドネシアバリ島の方に派遣をしまして、

今考えているのは、こちらの方の一方的な都合なんですが、１１月の後半を考えています。

そうした調停式についての準備・協議を進めたいというふうに思っております。ただ、こち

らは相手があってのことですので、１１月末になるかというのは、まだ確定はしておりませ

ん。１１月に予定しております友好訪問団としてですね、町長他議会の方の皆さんも含めて

職員等で、一応訪問団としては５名を考えております。また、インドネシアバリ島マス村と

の友好関係ということで、ここには別でですね、美郷との国際友好協会、これまでずっとイ

ンドネシアバリ島マス村とですね、毎年産業祭でチヂミ等の販売をしながら寄附金を送り

続けていた団体でございますが、こちらの方もですね、ぜひ一緒に渡航していただきたいと

いう気持ちもありまして、この団体への交付金ということで、別個で１４万を計上させてい

ただきまして、ここに関わる予算としましては、計１１８万６０００円というふうになって

ます。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 それは友好協定、旧邑智町の時代に結んでおったものを、今回新たに美郷町と結ぶと、そ

れを主な目的として行かれるいうことなんですね。今までずっとせっかくここまで来たも

のをですね、また新たに美郷町として協定結んで、今後ますますですね、またバリ島との交

流が以前のように活発に、最近ちょっと活発がないような、邑智高校等がある時にはあそこ

へ生徒等も来たりしてかなり交流があったと思うんですが、またそのような交流ができれ

ばと思いますのでよろしくお願いします。それと寄附金については、これはもう今の実績と

いうことでええ訳だったんですね。今、実際入ってきた実績で、これだけあるということで。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 そのとおりでございまして、細かく申しますと、実際には申し込みっていうのはもう少し
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多いですけれども、まだ実際にお金が入っていない部分もございますので、２００万という

のは入金があったものでございますし、もう少し増えるということにはなります。最終的に

は。以上でございます。 

●西嶋議長 

 ３番、波多野議員。 

●波多野議員 

 今朝の新聞にもちょっと、かなり返礼品が高額だというようなことが載っとったんです

が、美郷町としては高額ではなしに、従来どおりのそれをまた返礼品として送るということ

なんですね。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 失礼しました。返戻品でございますが、言い忘れておりますけれども、この災害支援金に

関しましては、返戻品は設けておりません。それと運営会社に委託しておりますけれども、

そこへの手数料も支払いは必要ないということでございます。お礼状のみ差し上げている

という状況でございます。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ちょっと関連してですが、さっきバリ島の話が出てましたけど、１１月に調停式を行うと

いうことで、訪問団をですね、設営して行かれるということで、５名ということなんですが、

それと５名プラス国際友好協会から行ってもらうと。町民の皆さんにも、例えば大きく広く

ですね、声を掛けをして行きたい人はツアーを組んでいくというようなお考えなんですか。

それとももうこの予算の中で５名で行くという話なんでしょうか。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 実は、昨日国際友好協会の役員会がございまして、この話を差し上げる中でですね、この

辺の期日が決まらないと、例えば旅行の手配等もありましたり、募集の期限をいつまでにす

るかということもあります。おっしゃるとおり、そういった形で、もし助成の部分はあるん

ですが、自費でもですね、そうした時に、いい機会なので行きたいという方がいらっしゃっ

たら、募集もしたいかなとは思っておりますが、この点については、主となる訪問団等ので

すね、計画がはっきりしたというところで進めていきたいなと思いますし、またその方々に、

もし同行されるその方々に支援必要かどうかというのも、また協議しなければいけないこ

とがあるかと思います。ですから、原議員さんおっしゃったようなことは、一応想定はした

いなというふうには思っております。以上です。 



-26- 

 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 そういうことになればですね、この今回の補正で旅費がですね、足りるのかという問題が

ございますので、旅費だけじゃなくて今度助成金もですね、増やしておかにゃあいけんとい

うことになります。１１月だとまた補正が出来ないんですよね。また臨時会をやってという

ような話になりますけども、その辺のところは、やっぱりちゃんと計画をですね、さっき藤

原議員も言いましたけども、計画をちゃんと物事を進めるのに計画をしてからですね、こう

いった議会に上程をしていただきたいなというところが、感じたところで言わせていただ

きました。バリ島との友好ですね、今後とも円滑にいくようによろしくお願いいたしたいと

思います。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 原議員のご意見、謹んでお受けしたいと思います。またその辺につきましては、また協議

しまして必要なところについては配備しなければいけないと思います。どうぞよろしくお

願いいたしします。以上です。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ２４ページです。若者定住住宅の関係でですね、工事費が増額になっております。１４２

万９０００円の増額になっております。これ流末処理が必要ということで上げられたとい

うふうなことでございますけれども、本当に先ほどもあったようにですね、これ当初の設計

で流末処理なんかいうのは、分からんかったことなんでしょうか。そこら辺ちょっと聞かせ

て下さい。 

●西嶋議長 

 定住推進課長。 

●岡先定住推進課長 

 流末処理の補正でございますけれども、あそこ現地はですね、法面がございます。防草コ

ンクリートということで、一応、コンクリート張りを２面今しておる状況で、主には一面で

すが、家の裏をしておりますけれども、あそこについて、既設の民家の方の流末もあそこに

流れておりました。それがあるということで、それを占用させていただいて、そこに一緒に

流すということで、一応所有者の方ともお話をさしていただいておりましたけれども、現状

はあそこ一番、現地を見ていただければ分かりますけども、一番集中する３方間、民間の排

水とそれから法面の排水が一番集中して川も近いところの場所でございますけれども、一

応調査はしておるということではございますけれども、若干そういった断面が小さいとい
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いますか、それと流末の末端がですね、なかなか見つかりづらいということで、実際どこに

流れているのかというのが、実際工事段階になって判明しました。そのために流末について

新たにじゃないですが、掘りながら施工をし直すという作業工程ということが出ましたの

で、この度、補正の方計上させていただいたということでございます。以上です。 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、議案第７２号の質疑を終わります。 

続きまして、議案第７３号、平成３０年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第２号に

ついて質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７３号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７４号、平成３０年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第４号につ

いて質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので、議案第７４号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７５号、平成３０年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第２号に

ついて質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７５号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７６号、平成３０年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算第

２号について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７６号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７７号、平成３０年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号

について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 
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（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７７号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７８号、専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美郷町一

般会計補正予算第３号）について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 豪雨災害で農機具の関係がここへ載って４５０万載っております。この助成ですが、農機

具たくさん私も見たり聞いたりしとるところなんですけれども、この把握とですね、現状、

これは一致しとるいうものなんでしょうかね。というのが、被害を受けられた方がですね、

申請をきちっとされてるとかは、情報をきちんと把握されているとか、そういったことがで

きているというふうに考えてよろしいんでしょうか。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 被災を受けられた方の把握ですけども、現在、農機具関係については２２戸の方が被災さ

れているというふうに把握して、この方に被災補助事業のご案内をしているところでござ

います。ひょっとしたら、外れてるという方がいらっしゃるかもしれませんので、ただし、

締め切りがあるとか、期間がここまででないと駄目かというと、そうでもないというところ

もありますんで、把握できなかったものをどのように漏れのないようにするかということ

も、今文章だけで送っておりますけども、ＩＰ告知等で放送するということも、これが文章

の収集がついたら、これだけかなと確かめてみる必要があるかなというところで、してみた

らどうかなというふうに思っております。 

●西嶋議長 

 ４番、原議員。 

●原議員 

 ぜひ、そういうふうにしていただきたいというふうに思いますけど、これ県費が入ってま

すよね、その場合に県費はどうなるんですか。大丈夫ですか。町費だけでもやってしまうと

いうことでよろしいんでしょうか。 

●西嶋議長 

 産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 この助成につきましては、ちょっと二転三転しました。最初は県の補助が確実に農機具の

補償をすると。ただし、県の補助は非常にハードルが高くて、認定農家とかですね、法人、
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そういうのに当てはまらないものが出てくるということで、それから８月の終わりになっ

てまいりまして、この予算を作った以降の話なんですけども、国の補助事業が新たに出てき

ました。これはですね、事業費の下限を問わないということで、県の方は４０万を超える被

害ということです。極端に言えば、刈り払い機から対象になるというところでございますけ

ども、ただ国庫事業の場合、事業の終わった後に状況報告を毎年やっていかなくちゃあいけ

ないということで、例えば刈り払い機が本当に農地だけで使われてるのかというような、ち

ょっと採択基準に厳しいところがありますけども、こっちの方を利用した方が、県内ほとん

ど県単を使わずに、国庫を使おうというふうに今方向的にはなっております。最初把握して

いたのが１９戸でございましたけども、色々話を聞いてる中で、今２２戸あるねという状況

も出ておりますんで、漏れのないことを目指してやっていきたいというふうに思っており

ます。 

●西嶋議長 

 他にございませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７８号の質疑を終わります。 

続きまして議案第７９号、専決処分の承認を求めることについて（平成３０年度美郷町下

水道事業特別会計補正予算第３号）について質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第７９号の質疑を終わります。 

続きまして議案第８０号、平成２９年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めることについ

て質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（なしの声） 

●西嶋議長 

 ないようですので議案第８０号の質疑を終わります。 

以上で議案質疑を終わります。 

日程第４、議案の委員会付託を議題といたします。 

お諮りします。 

先ほど質疑を終えた議案第７０号から第８０号までの１１本の議案につきましては、予

めお手元に配布してあるとおり、議案付託表のとおり各委員会へ付託したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 
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 ご異議なしと認め、付託表のとおり各委員会へ付託することに決定いたしました。それぞ

れの委員会におかれましては、慎重なるご審議の程よろしくお願いいたします。 

以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は１２日の水曜日、定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

（散  会  午  前 １１時 ５９分） 

 

 

 

 

 


